
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）
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　当地区は市の中央部に位置し、南部の飯岡駅を中心に宅地化が進む一方、北部には整備された水田が広がっており、集
落営農組織による効率的な水田経営が行われている。水田地帯と駅との間には宅地に介在してハウスも数多く存在し、
ズッキーニなどの栽培が行われている。南部の国道付近にも水田地帯があり、区画整理はされているものの小区画かつ
排水不良のため遊休農地化が進んでいる。混住化が進んでいるため農作業や農業経営には不利な地域となっている。農
業者の高齢化が進み、耕作者がなく遊休農地の増加が懸念されることから、新規就農者を確保・育成しつつ、地域住民な
どを交え地域全体で農地を利用していく仕組みの構築が喫緊の課題である。このため、分散する担い手の農地を集約化
するとともに、地域で取り組める新たな作物や栽培方法を検討していく必要がある。
【地域の基礎的データ】
農業者：169人（うち５０歳代以下69人）
主な作物：水稲、レタス、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、春菊、ししとう、ズッキーニ、ピーマン、飼料用米、養豚、うずら

水田では主食用米のほか飼料用米等の非主食用米の生産拡大に取り組み、畑ではズッキーニなどの施設野菜や露地野
菜を中心に市場動向を把握しながら収益性の高い作物の栽培に取り組む。また、地域内外から農地を利用する者を確保
し、担い手への農地の集積及び栽培する作物に合わせた農地の集約化を段階的に進めるとともに、施設園芸における温
度管理等スマート農業の導入など農作業の効率化・省力化のための取組を推進する。農業を担う者への農地の再分配を
進めることができるよう。農道の補修整備等必要な条件整備を実施し、新規就農者等への営農継続支援など、地域と担
い手が一体となって農地を利用していく体制の構築を図る。地区内に水稲、露地、施設栽培、畜産など多様な作物・経営
形態があり、生産物・副産物を相互利用しやすい環境であることから、耕畜連携による循環型農業の取り組みを推進す
る。

区域内の農用地等面積 429 

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 374 

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

農振農用地区域内の農地及び一部農業用施設用地を農業上の利用が行われる区域とする。保全・管理等のエリアについ
ては、地元で慎重な協議を積み重ね、必要な場合は適切に設定する。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。
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協議の結果を取りまとめた年月日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（１）農用地の集積、集約化の方針

目標集積率を６０％とし、農地中間管理機構を活用して、認定農業者や新規就農者を中心に団地面積の拡大を進めると
ともに、担い手への農地集積を進める。農用地の集約化の意義について、農地の出し手、受け手や地域の関係者が認識を
共有し集約化を円滑に進める。

（２）農地中間管理機構の活用方針

地域全体の農地を農地中間管理機構に貸し付け、担い手の経営意向を斟酌し、段階的に集約化を進める。農地中間管理
機構の活用が円滑に図られるよう関係機関が制度の周知を行う。

（３）基盤整備事業への取組方針

優良農地を保全するため、必要に応じて畦畔除去による大区画化や農道の改修、用排水施設の補修等の対策を進める。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

市や県、JAなどと連携し、地域内外から多様な経営体を募集するとともに、栽培技術などの支援や生産する農地をあっ
せんし、相談から定着まで切れ目のない取り組みを展開する。　市の農業や就農に関する情報や魅力を発信し、新規就農
者の確保を図る。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

選果や出荷調製等収穫後の作業のJAへの委託など農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用を推進し、農作業
の効率化と遊休農地の発生防止を図る。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出 ⑤果樹等

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨その他

【選択した上記の取組方針】

①アライグマ・ハクビシンの被害が拡大しないよう防止柵を設置するとともに、捕獲による個体数削減を進める。
②⑨良質な堆肥と飼料作物の交換による耕畜連携及び環境保全に効果の高い営農活動を推進する。
③生産労働力の省力化のためスマート農業の導入を促進する。
⑦多面的機能支払交付金を活用した優良農地の保全及び農道・水路等の地域資源の保全のための活動を推進する。


